
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       
フェイスブック、ツイッター、メールマガジン、ブログを更新中！            （討議資料） 

      

鎌倉市長 松尾 崇の 

月刊温故知新鎌倉 
■ 松尾 崇（まつお たかし/４４歳）の履歴 ■ 

昭和４８年鎌倉市で生まれ、西鎌倉幼稚園、西鎌倉小学校、鎌倉学園、日本大学、会社勤務を経て、 

鎌倉市議会議員・神奈川県議会議員を通算約８年間勤め、平成２１年より鎌倉市長（現在２期目）。 

家族は妻と３人の娘（４歳６歳１０歳）。趣味は山登り、ジョギング。座右の銘は『温故知新』 

平成２９年１２月号 
 

 

 

No. 
141 

鎌倉市では、市役所本庁舎の移転先の選定を含め

た、公的不動産の利活用について検討を進めてきま

した。 

この度、その利活用の方針を定める「公的不動産利

活用推進方針（素案）」を取りまとめましたので、公表

し、広く市民の皆さまからご意見をいただきたいと考

えています。 

 

この素案では、市役所本庁舎は、全市的な防災力の

向上などが期待できる深沢地域整備事業用地に移転

します。移転後に跡地となる現在の本庁舎敷地に

は、市役所本庁舎１階にある市民サービスや相談の

ための窓口機能を残すとともに、周辺の公共施設の

再編を行い、生涯学習、芸術文化、市民活動、多世代

交流などの拠点とし、賑わいや憩いの空間創出を目

指します。 

この他、将来都市像やまちづくりに効果が期待できる

野村総研跡地や扇湖山荘などの利活用の方針を定

めています。 

（↓イメージ） 

深沢、野村跡地などの活用 

市内コンビニへ AED を設置しています 

 

 
コンビニエンスストアへ AEDを 

順次設置し、いつでも AEDを 

使用できる環境を整え、 

救命率の向上に努めます。 

 

使用する際は、最寄りの 

コンビニエンスストアへ 

AEDを取りに行って 

ください。 

 

鎌倉市が所有する、低未利用となっている公的不

動産の利活用（本庁舎の移転先含む）の方向性を

示す「公的不動産利活用推進方針（素案）」への意

見を募集します。 

 

【案の閲覧】 

期間は平成 30年 1月 22日まで。市役所ロビー、

鎌倉生涯学習センター、図書館、支所・市ホームペ

ージで閲覧できます。 

※市役所・支所は平日のみ。12月 29日から 1月 3

日までは休み。図書館は 12月 28日から 1月 3日

は休み。 

 

【意見の提出】 

意見（書式自由）に住所・氏名・電話番号を添え、 

1月 22日（必着）までに郵送・ファクス・Ｅメールか 

直接、市役所の経営企画課（本庁舎 2階、FAX23

－8700、 facility@city.kamakura.kanagawa.jp）へ。 

意見募集 

 
 



 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎お知らせ◎ 
   

◎この温故知新を、ごみとして捨てる際は『ミックスペーパー』へお願いします。 

・『月刊 ・温故知新』（本紙）を 10枚以上配布していただける方を募集しています。 

⇒「やってあげても良いよ」という方、ぜひご連絡下さい！ 

・この『月刊 ・温故知新』を、お店の片隅やレジ横などに置かせて下さい！ 

◎定期購読をご希望の方は、無料で郵送しますのでご連絡ください。 

◎『松尾たかしを応援する会』への連絡先 

〒248-0034  鎌倉市津西 1-11-1‐2階（お蕎麦屋「よしむら」さんの 2階） 

TEL・FAX  0467-32-7186                    発行：松尾たかしを応援する会 

日時：１月６日（土）午前７時から８時 
（原則、毎月第１土曜日に開催。雨天中止。） 

集合場所 ： JR大船駅東 階段下 

持ち物：軍手、トング（またはちりとり・ほうき） 

 

終了後、近くのお店にてコーヒーなどを飲みなが

ら、わいわいと懇談・意見交換をしますので、こち

らもお気軽にご参加ください。 
 

 

 

 

鎌倉市では、市税滞納者の方に催告書を送付して

いますが、生活困窮者自立支援法に基づく相談窓

口である『インクル相談室鎌倉』の案内を、12月中

旬に発送する催告書に同封します。 

滞納者の方の中には、支援を必要としている方が

いるかもしれません。そのような方へ相談室をご案

内し、必要な支援につなげていきます。 

これは『共創かまくらプロジェクト』の 48個ある取り

組みの中の１つになります。 

【政策番号】 

政策 33 家計相談支援事業等の実施の取り組み 

【内容】 

家計相談支援事業、就労準備支援事業を実施しま

す。また、納税延滞者への通知に生活困窮者相談

窓口への案内を記載するなど、納税延滞者の自立

に向けた支援を進めます。 

【効果】 

生活困窮者の自立が促進されます。生活困窮者が

適切な相談窓口に相談することが期待されます。 

 

第１６３回 大船クリーン大作戦 

 

 

 

 

共創かまくらプロジェクト 

 

 
鎌倉市は、平成２９年１１月２３日(木)をもって、「火

災による死者ゼロ 1000 日」を達成しました。 

平成２７年２月２６日(木)の火災による死者が発生

してから、1000 日間火災による死者が発生してい

ません。これは、地域の皆様の高い防火意識や、

消防団をはじめとして、自治会・町内会及びその

他の関係団体の皆様が、日頃から火災予防に取

り組んでいること、また、住宅用火災警報器の普

及によって、住宅火災が早期に発見できるように

なったことなどが要因だと考えています。 

これからも引き続き「5000 日」、「10000 日」と継続

できることを目指し、鎌倉市消防を先頭に火災予

防の普及啓発に取り組んでまいりますので、どう

ぞ宜しくお願いいたします。 

【消防出初式の案内】 
日時：１月６日（土）午前１０時から 
場所：山崎浄化センター 

参加：消防署部隊、消防団部隊、自衛消防隊 

特別参加：鎌倉・大船鳶職組合による梯子乗り 

 

「安全で安心な町・鎌倉」をテーマに、各種訓練を

行い、防災意識の向上を図ると共に、消防への理

解や信頼を深めることを目的とします。 

火災による死者ゼロ 1000日達成！ 

 

 


